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■
ご
ぞ
ん
じ
で
す
か
？
検
察

審
査
会 

（
総
務
課
）

　
「
交
通
事
故
、
詐
欺
、
脅
し
な
ど
の

被
害
に
あ
い
、
警
察
や
検
察
庁
に
訴

え
た
が
、
検
察
官
が
そ
の
事
件
を
起

訴
し
て
く
れ
な
い
。」
こ
の
よ
う
な
不

満
を
お
持
ち
の
方
の
た
め
に
検
察
審

査
会
が
あ
り
ま
す
。
ご
相
談
に
関
す

る
費
用
は
無
料
で
秘
密
は
固
く
守
ら

れ
ま
す
。

　

検
察
審
査
会
は
選
挙
権
を
有
す
る

一
般
国
民
の
中
か
ら
「
く
じ
」
で
選

ば
れ
ま
す
。
実
際
に
選
ば
れ
る
方
は

若
干
名
で
す
が
、
も
し
、
あ
な
た
が

検
察
審
査
員
に
選
ば
れ
た
と
き
は
、

こ
の
制
度
を
ご
理
解
の
う
え
、
ぜ
ひ

検
察
審
査
会
議
に
出
席
し
て
く
だ
さ

い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

下
妻
検
察
審
査
会
事
務
局

　
�
０
２
９
６　

６
９
７
３

（４３）

■
平
成　

・　

年
度
入
札
参

１９

２０

加
資
格
申
請
書
の
受
付 

（
財
務
課
）

　

町
で
は
、
平
成　

・　

年
度
入
札

１９

２０

参
加
資
格
審
査
申
請
書
の
受
付
を
次

の
と
お
り
行
い
ま
す
。

　

詳
細
に
つ
い
て
は
、
申
請
書
提
出

要
領
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

○
受
付
期
間

　

２
月
１
日�
か
ら　

日�
ま
で

２８

　
（
土
・
日
祝
祭
日
を
除
く
）

　

午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時　

分
ま

３０

で
（
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
１
時

を
除
く
）

○
場　

所　

役
場
１
階　

小
会
議
室

○
そ
の
他

　

要
領
は
、
役
場
財
務
課
で
の
受
領

ま
た
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
１
月
上

旬
よ
り
掲
載
）
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し

て
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

財
務
課
（
内
線
２
２
２
）

■
個
人
事
業
税
の
申
告
に
つ

い
て 

（
税
務
課
）

　

個
人
事
業
税
は
、
個
人
で
事
業
を

営
む
方
で
、
前
年
の
事
業
所
得
が
２

９
０
万
円
を
超
え
る
場
合
に
納
め
て

い
た
だ
く
税
金
で
す
。

　

こ
の
税
金
は
、
国
へ
の
所
得
税
の

確
定
申
告
や
市
町
へ
の
住
民
税
の
申

告
を
行
え
ば
、
県
に
も
申
告
を
し
た

こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
改
め
て
申
告

さ
れ
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ

れ
ぞ
れ
の
申
告
用
紙
に
「
事
業
税
に

関
す
る
事
項
」
欄
が
あ
り
ま
す
の
で
、

該
当
す
る
方
は
必
ず
記
入
し
て
く
だ

さ
い
。

　

ま
た
、
不
動
産
の
貸
付
け
に
よ
る

収
入
が
あ
る
方
に
つ
い
て
は
、
申
告

書
に
添
付
す
る
収
支
内
訳
書
の
「
貸

付
け
不
動
産
の
保
有
状
況
」
欄
も
必

ず
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
、
県
税
事
務
所
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

境
県
税
事
務
所　

課
税
第
一
課

　
�
　

１
１
２
０�

（８７）

■
消
費
税
の
改
正
に
伴
う
無

料
個
別
相
談
会
に
つ
い
て 

（
税
務
課
）

　

消
費
税
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
前

々
年
度
分
の
売
上
が
１
、
０
０
０
万

円
超
の
方
は
課
税
事
業
者
と
な
り
、

平
成　

年
の
売
上
を
基
に
、
申
告
納

１８

付
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
こ
の
度
計
算
方
法
、
申

告
納
付
に
つ
い
て
、
無
料
個
別
相
談

会
を
実
施
し
ま
す
。

○
日　

時

・
１
月　

日�
　

川
辺
文
子
税
理
士

２６

・
１
月　

日�
　

山
本
正
美
税
理
士

２９

　

午
前　

時
か
ら
午
後
４
時
ま
で

１０

※
ご
都
合
の
良
い
日
に
お
出
か
け
く

だ
さ
い

○
場　

所　

多
目
的
集
会
セ
ン
タ
ー

○
お
問
い
合
わ
せ

　

五
霞
町
商
工
会　
�
　

０
７
７
７

（８４）

■
平
成　

年
か
ら
所
得
税
・

１９

住
民
税
が
変
わ
り
ま
す 

（
税
務
課
）

①
所
得
税
と
住
民
税
の
税
率
が
変
わ

り
ま
す

　

所
得
税
（
国
税
）
と
住
民
税
（
地

方
税
）
の
税
率
を
変
え
、
国
か
ら
地

方
へ
税
源
が
移
譲
さ
れ
ま
す
。

【
所
得
税
】

　

平
成　

年
１
月
分
か
ら
適
用�
４

１９

段
階
の
税
率
を
６
段
階
に
細
分
化

【
住
民
税
】

　

平
成　

年
６
月
分
か
ら
適
用�
３

１９

段
階
の
税
率
を
一
律　

％
に
（
県
民

１０

税
４
％
･
町
民
税
６
％
）

※
給
与
等
か
ら
源
泉
徴
収
さ
れ
て
い

る
方
は
、
１
月
分
か
ら
所
得
税
が
減

り
、
そ
の
分
６
月
分
か
ら
住
民
税
が

増
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、

税
源
の
移
し
替
え
な
の
で
「
所
得
税

＋
住
民
税
」
の
負
担
は
基
本
的
に
は

変
わ
り
ま
せ
ん
。

②
定
率
減
税
が
廃
止
さ
れ
ま
す

　

平
成　

年
度
か
ら
、
景
気
対
策
の

１１

た
め
に
暫
定
的
な
措
置
と
し
て
導
入

さ
れ
て
い
た
定
率
減
税
が
、
廃
止
さ

れ
ま
す
。

【
所
得
税
】

　

平
成　

年
１
月
分
か
ら
税
額
の　

１８

１０

％
減
額
（　

・
５
万
円
を
限
度
）�

１２

平
成　

年
１
月
分
か
ら
廃
止

１９

【
住
民
税
】

　

平
成　

年
６
月
分
か
ら
税
額
の　

１８

７.５

％
を
減
額（
２
万
円
を
限
度
）�
平
成

　

年
６
月
分
か
ら
廃
止

１９○
お
問
い
合
わ
せ

　

税
務
課
（
内
線
２
５
１
）

ごかのごかの　　
  お知らせお知らせ

（№３７８）
お
知
ら
せ

住民税と所得税の税率（速算表）

所得税
平成１９年分以後平成１８年分以前課税所得金額

５％
１０％

１９５万円以下
１０％ －９７，５００万円１９５万円超３３０万円以下
２０％ －４２７，５００万円

２０％ －３３０，０００万円
３３０万円超６９５万円以下

２３％ －６３６，０００万円６９５万円超９００万円以下
３３％－１，５３６，０００万円３０％ －１，２３０，０００万円９００万円超１，８００万円以下
４０％－２，７９６，０００万円３７％ －２，４９０，０００万円１，８００万円超　

住民税
平成１９年度以後平成１８年度以前

課税所得金額
県民税町民税県民税町民税

４％６％
２％

３％２００万円以下
８％－１０万円２００万円超７００万円以下

３％－７万円１０％－２４万円７００万円超　


